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県
リ
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パ
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ク
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の
指
定
管
理
者
の
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募
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一

落
札
者
等
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公
示
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
大
分
県
条
例
第
五
十

二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
管
理
を
行
わ

せ
る
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
、
次
の
と
お
り
公
募
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

施
設
の
概
要

１

施
設
の
名
称

大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼

２

所
在
地

豊
後
大
野
市
犬
飼
町
田
原
字
舞
田

３

施
設
の
規
模
及
び
内
容

㈠

施
設
規
模

総
面
積

三
八
、
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

㈡

施
設
内
容

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
二
面
）
、
艇
庫
、
便
所
、
更
衣
室
、
シ
ャ
ワ
ー
室
、
照
明
灯

関
係
施
設
（
八
基
）

等

４

事
業
内
容

㈠

大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
施
設
等
の
維
持
管
理
及
び
修
繕
に
関
す
る
業
務

㈡

大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
利
用
の
許
可
、
受
付
及
び
案
内
に
関
す
る
業
務

㈢

大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務

㈣

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
特
に
必
要
と
認
め
る
業
務

㈤

そ
の
他
大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
知
事
の
み
の
権
限
に

属
す
る
事
務
を
除
く
業
務

二

申
請
者
の
資
格

申
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
の
１
か
ら
８
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体

（
以
下
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

１

応
募
し
よ
う
と
す
る
も
の
（
共
同
事
業
体
の
場
合
は
、
代
表
企
業
・
団
体
を
い
う
。
）
が
大
分
県
内

に
事
務
所
を
置
く
又
は
置
こ
う
と
す
る
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な

い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

３

大
分
県
か
ら
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

４

大
分
県
発
注
工
事
に
係
る
請
負
契
約
等
に
関
し
、
次
の
事
項
に
該
当
し
、
当
該
状
態
が
継
続
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
指
定
管
理
者
と
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
法
人
等
で
な
い
こ
と
。

㈠

契
約
書
に
基
づ
く
措
置
要
求
に
従
わ
な
い
等
、
請
負
契
約
等
の
履
行
が
不
誠
実
で
あ
る
こ
と
。

㈡

一
括
下
請
、
下
請
代
金
の
支
払
遅
延
、
特
定
資
材
等
の
購
入
強
制
等
に
つ
い
て
、
関
係
行
政
機
関

等
か
ら
の
情
報
に
よ
り
請
負
者
の
下
請
契
約
関
係
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。

５

そ
の
代
表
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
者
、

任
意
の
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
及
び
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
者
）
が
、
次
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
法
人
等
で
な
い
こ
と
。

㈠

暴
力
団
関
係
者

㈡

暴
力
団
関
係
者
に
金
銭
、
物
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
与
え
た
者

㈢

暴
力
団
関
係
者
を
使
用
し
た
者

㈣

暴
力
団
関
係
者
と
密
接
な
交
際
等
を
有
し
て
い
る
者

６

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二

十
五
号
）
等
に
基
づ
く
更
生
又
は
再
生
手
続
を
行
っ
て
い
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
銀
行
取

引
停
止
、
主
要
取
引
先
か
ら
の
取
引
停
止
等
の
事
実
が
あ
り
、
客
観
的
に
経
営
状
況
が
不
健
全
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
る
法
人
等
で
な
い
こ
と
。

７

賃
金
不
払
い
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
か
ら
の
通
報
が
大
分
県
に
対
し
て
あ
り
、
当
該
状
態
が
継
続
し

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
指
定
管
理
者
と
し
て
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
法
人
等
で
な
い
こ

と
。

８

県
税
、
豊
後
大
野
市
税
、
法
人
税
、
消
費
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
法
人
等
で
あ
る
こ
と
。

三

申
請
を
受
け
付
け
る
期
間
等

令

和

四

年

第
三
三
四
号

八
月
十
六
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
八
月
十
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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１

申
請
を
受
け
付
け
る
期
間

令
和
四
年
九
月
五
日
（
月
）
か
ら
同
年
十
月
三
日
（
月
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

祝
日
を
除
く
。

２

申
請
の
方
法

申
請
す
る
場
合
は
、
１
に
定
め
る
期
間
内
に
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。
申

請
の
方
法
に
関
す
る
詳
細
は
、
六
の
１
の
募
集
要
項
を
参
照
す
る
こ
と
。

３

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

六
の
１
の
㈡
に
記
載
す
る
所
管
課
と
す
る
。

四

選
定
の
方
法
及
び
基
準

１

選
定
の
方
法

豊
後
大
野
市
職
員
一
人
、
県
職
員
一
人
及
び
学
識
経
験
者
三
人
で
構
成
す
る
豊
後
大
野
市
リ
バ
ー
パ

ー
ク
犬
飼
及
び
大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
指
定
管
理
候
補
者
選
定
委
員
会
を
設
置
し
、
各
委
員
が
２

の
選
定
の
基
準
に
基
づ
い
て
審
査
し
た
評
点
の
合
計
が
最
も
高
い
申
請
者
を
指
定
管
理
候
補
者
と
し
て

選
定
す
る
。

２

選
定
の
基
準

選
定
の
基
準
は
、
条
例
第
四
条
各
号
に
規
定
す
る
次
の
基
準
に
よ
る
こ
と
と
し
、
審
査
項
目
等
詳
細

は
六
の
１
の
募
集
要
項
を
参
照
す
る
こ
と
。

㈠

県
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

㈡

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
公
の
施
設
の
効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
管
理
に
係
る
経

費
の
縮
減
が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈢

事
業
計
画
書
に
沿
っ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
能
力
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈣

そ
の
他
公
の
施
設
の
設
置
の
目
的
を
効
果
的
に
達
成
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
知
事
等
が

別
に
定
め
る
基
準

五

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
期
間

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
五
年
間
（
予
定
）

六

募
集
要
項
等

１

募
集
要
項

大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ

る
こ
と
と
し
、
募
集
要
項
の
配
布
期
間
及
び
場
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

配
布
期
間

令
和
四
年
八
月
三
日
（
水
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
金
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

祝
日
を
除
く
。

㈡

配
布
場
所

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
四
五
九
三

２

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
提
供

大
分
県
リ
バ
ー
パ
ー
ク
犬
飼
の
指
定
管
理
者
の
募
集
に
関
す
る
情
報
（
募
集
要
項
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
の
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
、
次
の
と
お
り
。

h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.o

ita.jp
/so
sh
iki/1

7
2
0
0
/river-p

ark-sh
iteikan

ri-ko
u
b
o
.h
tm
l

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

大
分
県
警
察
統
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
用
端
末
等

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
四
年
七
月
四
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
九
州
支
店

九
州
支
店
長

齋

藤

義

弘

福
岡
県
福
岡
市
中
央
区
天
神
一
丁
目
十
番
二
十
号

五

落
札
金
額

五
百
九
万
五
千
二
百
円
（
月
額
。
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
し
た
日

令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

令
和
四
年
八
月
十
六
日

大
分
県
報
（
公
告
）

二


